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●お問い合わせ先／ （公財）京都産業２１ お客様相談室　TEL：075-315-9090  E-mail：okyaku@ki21.jp●お問い合わせ先／ （公財）京都産業２１ お客様相談室　TEL：075-315-9090  E-mail：okyaku@ki21.jp

食品の梱包・包装から出荷・配送まで
物流を総合的に担い、成長
　当社は2003（平成15）年に設立し、現在、お客様の商品の仕
分けから梱包、宛先・賞味期限などのシール貼付、包装・フィル
ムによる密封（シュリンク包装）、配送まで、物流に関わる業務を
一括して請け負う事業を展開しています。
　創業時から食品を主要取扱商品とし、冷凍・冷蔵・常温の3種の
倉庫を備えて徹底した安全・品質管理体制を整備しているところ
が当社の強みです。店舗などに食品を配送する他、ギフト・通信
販売を請け負う業務にも事業を拡大し、業績を伸ばしています。
　「ピッキングだけでなく、製造まで請け負ってほしい」。お客様
からそうしたお声をいただいたことが、事業拡大を考え始めた
きっかけでした。当社が製造機能を持てば、お客様の物流のさ
らなる効率化が可能になることに加えて、トラック輸送による
CO₂排出削減にも貢献できます。一方、当社においても、受注
量の増加に伴い、物流センターの新設を計画していました。そ
こで物流事業の拡大に加え、新たに食品の製造事業を立ち上
げることを目指し、「京都府元気印中小企業認定制度」の認定
を受けました。

スイーツ・惣菜のOEM生産とともに
食品以外にも取扱商品の拡大を目指す
　新規事業では、既存のお客様からスイーツや総菜などの製
造・加工を受託し、原材料の保管から製造・加工、物流まで一貫
したOEM受注体制を構築します。まずは食品加工業務を小

ロットで請け負うこ
とから始め、徐々に
大量生産の受注に
も対応できる体制
を整えていく計画
です。いずれは百
貨店や大型量販店

などのお客様と共同でオリジナルのスイーツや総菜を開発・製
造・供給したいと考えています。2020（令和２）年1月、新物流セ
ンター（京都南センター）が竣工し、今秋の食品製造業務の開
始を目指しています。
　今後は、冷凍・冷蔵倉庫を保有している強
みを生かし、基礎化粧品や生体材料などの
医療関連の品物など取扱商品を増やしてい
くことを考えています。事業継承に向けて
後継者の育成も着実に進めている今、将来
を見すえて新たな取り組みに挑戦し、さらな
る発展を遂げていきたいと考えています。

京都府元気印（中小企業応援条例に基づく認定制度）認定企業のご紹介 取  材

「京都府中小企業応援条例に基づく認定制度」において認定を受けた株式会社TOKOの代表取締役 安藤 豪氏に、新物流センターで食
品の製造・加工を受託する新規事業について伺いました。

後継者である
統括センター長の
安藤 宏宣 氏

京都府元気印中小企業認定制度・経営革新計画承認制度のご案内
～イノベーションに取り組む府内中小企業の方々を応援します！～

京都市、向日市、長岡京市、大山崎町の方
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、
和束町、精華町、南山城村の方
亀岡市、南丹市、京丹波町の方
福知山市、舞鶴市、綾部市の方
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町の方（織物業・機械金属業関係を除く）
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町の方（織物業、機械金属業関係）

公益財団法人京都産業２１ お客様相談室 ＴＥＬ：０７５-３１５-９０９０

京都府山城広域振興局 商工労働観光室 ＴＥＬ：０７７４-２１-２１０３

京都府南丹広域振興局 商工労働観光室 ＴＥＬ：０７７１-２３-４４３８
京都府中丹広域振興局 商工労働観光室 ＴＥＬ：０７７３-６２-２５０６
京都府丹後広域振興局 商工労働観光室 ＴＥＬ：０７７２-６２-４３０４
公益財団法人京都産業２１ 北部支援センター ＴＥＬ：０７７２-６９-３６７５

京都府元気印中小企業認定制度

相談・申請窓口 ※まずは、該当する窓口へお気軽にご連絡ください。

詳細はこちら ： https://www.ki21.jp/nintei/

　「中小企業等経営強化法」に基づき、経営の相当程度の向上が図
られる新たな事業活動（経営革新計画）を京都府知事が承認する制
度です。

　京都府内に事業所を有する中小企業（法人・個人）、組合、任意グ
ループ等

　下記のいずれかに該当する内容であり、経営の相当程度の向上が
見込まれる「新たな取組」が対象です。
① 新商品の開発又は生産
② 新役務（サービス）の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売方式の導入
④ 役務の新たな提供方式の導入その他新たな事業活動

■〈販路開拓〉 チャレンジ・バイ
■〈資金支援〉 日本政策金融公庫 特別金利
■〈信用保証〉 中小企業信用保険法の特例 
■〈そ の 他〉 特許関係料金減免制度、一部補助金申請時の加点

（例：H３０年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生
産性向上促進補助金」 他

経営革新計画承認制度

対象者

承認企業に対する支援内容（ご利用には、別途審査があります。）

詳細はこちら ： https://www.ki21.jp/information/sinpou/

　「京都府中小企業応援条例」に基づき、自らの強みを生かしなが
ら、得意分野で「オンリーワン」を目指す研究開発等事業計画を京都
府知事が認定する制度です。

　京都府内に事業所を有する中小企業（法人・個人）、組合、有限責
任事業組合（ＬＬＰ）等

　自らの「強み」を生かした以下のいずれかの取組が対象です。
① 新たな技術の研究開発及びその成果の事業化
② 新たな商品の研究開発又は生産に関する事業
③ 新たな役務の研究開発又は提供に関する事業
④ 商品の新たな生産又は販売の方式に関する事業
⑤ 役務の新たな提供の方式に関する事業
⑥ 事業化のために必要な需要の開拓に関する事業
⑦ 独自の技術等の高度化による新需要開拓に関する事業

■〈販路開拓〉 チャレンジ・バイ
■〈資金支援〉 文化産業振興資金
■〈税制優遇〉 不動産取得税の軽減措置

対象者

対象事業 対象事業

認定企業に対する支援内容（ご利用には、別途審査があります。）

株式会社ＴＯＫＯ
https://toko-kyoto.co.jp/

Comp a n y  D a t a
●代表取締役／安藤 豪
●所　在　地／本社 ： 京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町14‐24
 京都南センター ： 京都府綴喜郡宇治田原町郷ノ口東谷48-3
●電　　　話／075-604-5550（本社） 0774-39-8823（京都南センター）
●事 業 内 容／倉庫内作業及び商品管理業務、ギフト及び通信販売商品の出荷に
　　　　　　　関わるすべての業務請負、生鮮食品・京野菜等の卸、及び販売、貨
　　　　　　　物利用運送事業に基づく配送請負

2020年1月に竣工した新物流センター


